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平成２５年４月１日制定 

 

（趣旨・目的） 

第１条 広島県立農業技術大学校（以下「大学校」という。）は，学校教育法第 42 条及び第 43 条

（第 133 条において準用する）に基づき，教育の質の向上や学校運営の継続的な改善を図るた

め，大学校の教育活動その他の運営状況について大学校評価を行い，評価結果の公表により説

明責任を果たすとともに，大学校・保護者・関係機関が連携協力して，真に求められる学校づ

くりを進める。 

 

（評価の実施等） 

第２条 大学校評価は，大学校が自ら行う評価（以下「自己評価」という。）と，その評価結果に

関して大学校の関係者が行う評価（以下「関係者評価」という。）により実施するものとする。 

２ 自己評価は，大学校自ら設定した目標について，その達成状況を大学校職員が自ら評価を行

い，関係者評価は，その評価結果について外部の関係者が幅広い観点から評価を行うものとす

る。 

 

（重点目標，評価指標等の設定） 

第３条 大学校は，重点目標，評価項目，具体的方策及び評価指標などを決定し，当該年度の大

学校評価シート（別紙様式）に必要事項を記載するものとする。 

 

（自己評価委員会の設置） 

第４条 自己評価を推進する組織として，大学校長及び別表 1 に掲げる者で構成する自己評価委

員会を設置する。 

２ 自己評価委員会は，次に掲げる業務を行う。 

（１）目標等の設定と自己評価の実施 

（２）関係者評価結果に伴う対応策の検討 

（３）翌年度の取組みの方向付け 

（４）委員会の開催，結果公表，設置者への報告 

（５）その他自己評価を行うに必要な事項 

 

（関係者評価委員会の設置） 

第５条 大学校の実施した自己評価結果と改善策等に関して，外部の関係者による評価を行うた

め，関係者評価委員会を設置する。 

２ 関係者評価委員会は，別表２に掲げる大学校同窓会（一如会），大学校保護者会（育友会），

農業高校等教育機関，農家代表（指導農業士，農業生産法人）及び農業関係機関・団体等から，

大学校長が依頼した者で構成する。 



３ 関係者評価委員会は，次に掲げる業務を行う。 

（１）自己評価結果（取組状況等を含む）の評価 

（２）評価に伴う改善策等の提言 

（３）大学校との意見交換等 

（４）その他関係者評価を行うに必要な事項 

４ この委員会の事務は，副校長(兼)教務課長が行う。 

 

（関係者評価結果の活用） 

第６条 大学校長は，前条の評価結果を受けて，今年度の成果及び課題等を分析・整理し，次年

度以降の学校運営に反映させるよう努めるものとする。 

 

（評価結果等の公表・報告） 

第７条 自己評価及び関係者評価の結果については，大学校ホームページ等により公表するとと

もに，設置者に報告するものとする。 

２ 公表にあたっては，保護者，同窓会及び農業関係機関等に対して説明会を開催するなど情報

提供に努めるものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要項に定めるもののほか，大学校評価に関し必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要項は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



（別表１）自己評価委員会 

区分 人数 備  考 

大学校長 

副校長(兼)教務課長 

総務課長 

教務課職員 

１人 

１人 

１人 

６人 

委員長 

副委員長，事務局 

 

大学校長が指名した者 

計 ９人  

 

（別表２）関係者評価委員会 

区分 人数 対象者 

一如会 

育友会 

農業高校等教育機関 

農家代表 

関係指導機関 

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 農業技術課) 

１人 

1 人 

1 人 

2 人 

1 人 

（1 人） 

会長 

会長 

庄原実業高校長 

指導農業士会長，集落法人連絡協議会長 

北部農業技術指導所長  

計 ６人 オブザーバー除く 

 


